
 

 

JAMP-IT008-2008-1 

情報流通基盤企画実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用ガイドライン｠
 

 

 

 

 

 

 

第1.0版｠
２００８年１１月２８日｠

 

 

 

 



 

 

JAMP-IT008-2008-1 

情報流通基盤企画実行委員会 

｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠

｠

ＪＡＭＰ｠情報流通基盤の利用におけるガイドライン｠

第1.0版｠

発行日｠ ｠ :2008年11月28日｠

発行責任者｠ :アーティクルマネージメント推進協議会｠

｠

本書の無断での複製、転載などについては、著作権上の例外を除き禁じられています。｠

本書の記載内容を利用される場合は、発行者の許諾を得てください。｠

本書の記載内容は要求仕様であり、その利用は各自の判断に基づき行うもとし、発行

者はそれによって生じた一切の損害については責任を負いかねます。｠

 



■ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用ガイドライン｠

 

1

JAMP-IT008-2008-1 

情報流通基盤企画実行委員会 

 

ＪＡＭＰ情報流通基盤 利用ガイドライン 

 

１．はじめに｠ ｠
１．１．ガイドラインの目的 

・このガイドラインは、ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用を検討する企業が、その概要と機能および

利用手順につい理解し、円滑にＪＡＭＰ情報流通基盤の導入を果たすことを目的とします。 

 

１．２．ガイドラインの適用範囲 

・このガイドラインは、ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用して情報交換を行う企業を対象とします。 

グローバルポータル(GP)とアプリケーションサービス(AS)の管理者・運営者向けには、本ガイ

ドラインの内容は含まれていません。 

   

２．ＪＡＭＰ情報流通基盤とは｠
ＪＡＭＰ情報流通基盤は、システム管理機能および一元管理されたインデックスを持ち、複数の企

業からの「情報交換」要求を一括処理する機能を持つグローバルポータル(GP)と、ユーザーが直接

操作する画面機能や、ＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓと ＪＡＭＰ ＡＩＳファイルを保管するデータベ

ース機能などを持つアプリケーションサービス(AS)で構成される、化学物質の情報交換の基盤とな

るシステムです。 

※｠ JAMP AIS とは：アーティクル(成型品)が含有する化学物質情報を開示・伝達するための情報記載シート。 

(Article Information Sheetの略称) (以下) 

※｠ JAMP MSDS plusとは：物質／調剤に関しMSDSを補完して AISを作成するために必要な、化学物質情報を

伝達するためのシート。(以下MSDS plus) 

  

２．１．ＪＡＭＰ情報流通基盤の目的｠  

・アーティクルが含有する化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開

示・伝達するための具体的な情報流通の仕組みを提供します。 

・川上の化学メーカーから川中の部品・素材メーカー、そして川下の組み立てメーカーのサプラ

イチェーンの全てのそれぞれの主体が、自ら使用・販売する化学物質や含有製品等についての

含有化学物質情報をシームレスにつなぐ社会基盤を提供します。 
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２．２．ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用した情報伝達の仕組み 

・ＪＡＭＰ情報流通基盤ではユーザー（利用者）が所属するＡＳを経由してＧＰに接続を行い、

ＧＰが情報授受を行う相手企業が所属するＡＳとの仲介を行うことにより、情報の授受のワン

ストップサービスを提供します。 

 

 

２．３．ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するメリット 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤の機能をサプライチェーンの多岐に渡って広く企業が利用することに

より、以下の効果が期待されます。 

� 取引先のいずれかに関わらず、シングルウィンドウでの情報の授受を行う事ができます。 

� ＧＰが持つ変更情報の一元管理および自動アナウンス機能により、改訂版の提供および 

入手が迅速にかつ容易になります。 

� システムの共同利用により、各企業の個別開発および維持メンテナンス、マスター管理等

の費用および作業負荷を低減させます。 

①【情報提供側のメリット】ＡＩＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓとして共通化されたデータを予め準備し

て情報流通基盤に載せておく事ができ、以下の効果が期待できます。 

� 同一製品に対して複数社への個別連絡を行う必要がなくなります。 

� ＧＰ経由で一度情報交換を行った部品については、以降は自動的に顧客管理番号との紐付

けを行ったり、改訂内容を自動配信するなどの変更管理が容易にできるようになります。 

� 顧客からの問い合わせや要求納期の窓口が一元化でき、社内における管理業務を効率化で

きます。 

� 操作画面がＪＡＭＰ情報流通基盤経由に統一化され、顧客ごとの個別システム操作やマニ

ュアル等を理解する業務負荷が軽減されます。 

� ＪＡＭＰ情報流通基盤の基準に応じた業務フローを構築することにより、情報提供におけ

るコンプライアンスの対応が可能となります。 

｠ ｠  ②【情報収集側メリット】情報流通基盤にあらかじめ登録されている情報を入手したり、JAMP

情報流通基盤の変更通知機能を利用して、以下の効果が期待できます。 

� 複数の仕入先への登録確認や情報提供依頼を同時に行うことが出来、既に登録されている

情報について即時に入手できることで情報収集のスピードアップが図れます。 
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� 変更情報の自動通知機能により、データの鮮度維持を確実かつ効率良く行うことが出来ま

す。 

� 取引先に対して自社の情報システム利用におけるサポート業務が不要になります。 

 

２．４．ＧＰとＡＳの役割分担｠  

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤は、その機能をＧＰとＡＳという２つの仕組みに分割して運営していま

す。情報流通基盤の利用とはＧＰとＡＳの両方を利用することを言います。 

｠ ｠  

①ＧＰ（グローバルポータル） 

・｠ＧＰは、情報流通基盤全体の管理機能、および一元化された情報インデックスによって「情

報交換」を制御、配信するための機能を持ちます。ＧＰは常にＡＳからのＥＤＩ要求（登

録・検索・ダウンロード・要求、など）に対して処理を行い、ユーザーが直接ＧＰにアク

セスできる機能は持ちません。 

②ＡＳ（アプリケーションサービス） 

・｠ AS機能には主に 3つの役割があり、利用する企業の既存システムの内容や、社内業務シス

テムとの連携などの条件によって様々なバリエーションが考えらます。 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤ではＧＰと接続機能を持つ化学物質管理業務アプリケーションのみ

をＡＳと呼ぶこととします。 

    

 

� ASが提供する主なサービスは３つあります。 

（商用 AS） （自社 AS） （自社 AS）
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① GP連携サービス（商用ＡＳの必須機能） 

– コンテンツ DBに登録することで、GPに登録申請を行い、他者へ情報を提供す

ることができます。 

– GP連携サービスを使い GPに存在している情報を検索し、情報シートを入手し

たり、情報シートを要求することができます。 

② コンテンツ DBサービス（商用ＡＳの任意機能） 

– 申請シート、正式シートを管理します。 

– 必要な情報シートを指定して XMLとしてダウンロードするなどが可能 

③ ＡＩＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成支援サービス（商用ＡＳの任意機能） 

– コンテンツ DBにある情報シートなどから｠ 提供したい情報シート（ＡＩＳやＭ

ＳＤＳｐｌｕｓ）を作成する機能を提供 

 

 

 ２．５．ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用した情報伝達の考え方 

・ＪＡＭＰの基本的思想は、川上から川下への情報伝達です。この基本的思想を念頭において、

出来る限り幅広い情報公開を心がけてください。 

・｠登録情報に変更が発生した場合は、可能な限り最新の情報を登録してください。 

・｠汎用品だけではなく客先仕様品も情報流通基盤を通じて情報流通を行うことができます。 

・｠情報の取得はＡＳからＧＰに要求する形となりますので、利用企業の業務フローに合った

仕組みを持ったＡＳ事業者のサービスを選定して下さい。 

 

 

３．ＪＡＭＰ情報流通基盤における定義、ルール｠
 ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するにあたっての基本ルールと運用定義について説明します。 

  

 ３．１．会員の種類 

・｠区分１：「情報入手・提供会員」 

� ＡＩＳ／ＭＳＤＳｐｌｕｓの情報をＪＡＭＰ情報流通基盤から入手したり、未登録の情

報を川上ユーザーに要求するなど、登録も含めた情報流通基盤の全ての機能をご利用い

ただけます。 

・｠区分２：「情報提供会員」 

� ＡＩＳ／ＭＳＤＳｐｌｕｓの情報をＪＡＭＰ情報流通基盤に登録し、サプライチェーン

の川下ユーザーに伝達することができます。 

・｠会員区分の変更はいつでも行うことができます。 

   

 ３．２．ＪＡＭＰ情報流通基盤で管理するＩＤ情報の構造 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤では、３種類のＩＤで情報を管理し、３．３．から３．５．に示す管理

方法で情報の一意性を保ち識別を可能とする運用を行います。 
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� ①「会員企業ＩＤ」｠ 【３．３．参照】 

� ②「製品ＩＤ」【３．４．参照】 

� ③「ＧＰシートＩＤ」【３．５．参照】 

 ※ＪＡＭＰ情報流通基盤で管理する各種ＩＤの構造｠  

   ｠ ｠  

 ３．３．会員企業のＩＤ管理 

・｠会員企業はＪＡＭＰ情報流通基盤内で運用する単位で「会員企業ＩＤ」を取得することができ

ます。 

� 最大の単位を一法人単位とし、法人の中で運用に応じて分割して会員企業ＩＤを取得し

ても構いません。｠ （例：事業本部、カンパニーなど） 

� グループ企業であっても法人が異なる場合は別のＩＤを取得して下さい。 

・｠ひとつの会員企業ＩＤごとに、「発番機関ＩＤ＋企業ＩＤ」をひとつ登録します。 

� 発番機関は、ＤＵＮＳ、ＣＩＩ、帝国データバンクのＩＳＯ登録機関、およびＪＡＭＰ

のいずれかを利用してください。 

� ＩＳＯ登録機関の企業ＩＤを持たない企業は、所定の手続きを経てＪＡＭＰを発番

機関に指定することができます。【手続き方法は５．２．項を参照してください】 

� 利用者が情報流通基盤を通して情報交換に使用する企業の識別はこの「発番機関ＩＤ＋

企業ＩＤ」を使用します。 

・｠「会員企業ＩＤ」の利用目的は以下です。 

� 情報公開先の設定、アクセス制限などのセキュリティ管理 

� 製品ＩＤと組み合わせて製品の一意性（ユニーク）管理 

� 情報流通基盤アクセスログ管理および課金管理 

・｠企業内ユーザーの管理はＡＳの機能で実現します。ＡＳのユーザー管理の仕組みにより異なり

ますので、自社のユーザー管理方法に適したＡＳを選定して下さい。 

 

 ３．４．情報交換する製品の識別ＩＤ 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤で交換される製品のＡＩＳおよびＭＳＤＳｐｌｕｓは、 

「会員企業ＩＤ＋製品ＩＤ」で識別されます。 

� 「製品ＩＤ」は情報提供企業が命名・管理するＩＤで、ＡＩＳフォーマット上では｢発行

者型番｣欄に、ＭＳＤＳｐｌｕｓでは「製品番号」欄に表示される情報です。 

� 「製品ＩＤ」は情報提供企業の企業ＩＤの単位でユニークになるように管理し発行して

下さい。ＧＰでは同じ「製品ＩＤ」のものを同一製品とみなして処理します。 
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� データに修正や改定があった場合は、「製品ＩＤ」ごとにバージョン管理をする事ができ

ます。｠ 【３．５．参照】 

� ひとつの製品ＩＤに対し、最新版はひとつだけになります。 

� 情報入手企業は、情報提供企業の「製品ＩＤ」が不明な時にＧＰに問合せる機能を有し

ます。【６．３．Wantを参照】 

 

 ３．５．情報流通されるシートの識別ＩＤ｠ ｠  

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤では、ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓのシートがＧＰに登録される都度、 

ＧＰで「ＧＰシートＩＤ」を発行し、バージョン管理も含めた情報流通基盤内でのシートのユ

ニーク管理を行います。 

� 「製品ＩＤ」と「ＧＰシートＩＤ」はツリー構造の関係として認識され、ひとつの「製

品ＩＤ」で複数の「ＧＰシートＩＤ」を持つことが出来ます。 

� ユーザーは「ＧＰシートＩＤ」を指定することで、『どの企業の』『どの製品の』『どのバ

ージョンの』情報なのかを特定することができます。 

� 「ＧＰシートＩＤ」ごとに情報公開先の設定を付けることができます。 

� 「ＧＰシートＩＤ」が不明な時に問合せる機能を有します。｠ 【６．２．Lookを参照】 

   

 ３．６．情報流通基盤で流通させる情報 

・｠情報流通基盤を通じて流通させる情報はＡＩＳおよびＭＳＤＳｐｌｕｓです。 

� 実際に流通させるＡＩＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓの物理的な実態は「ＸＭＬファイル」とな

ります。 

� ＸＭＬファイルは情報入手者がデータを二次加工に活用しやすくすることを目的としま

す。ＸＭＬデータの作成は、ＪＡＭＰまたはベンダが提供するツールを使用して下さい。 

� ＸＭＬファイルの作成にあたってはＡＳベンダのサービスを利用することもできます。 

� ＸＭＬ形式の定義については、以下の文書を参照してください。｠  

（文書はＪＥＩＴＡ ＨＰにて公開予定） 

� ①ＸＭＬスキーマ（ｘｓｄファイル） 

� ②ＸＭＬ基本仕様書 

� ③ＪEＩＴＡ環境辞書 

・｠ＧＰが蓄積する情報は、情報流通基盤に登録されたＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓに関するインデ

ックス情報およびＥＤＩ情報交換履歴となります。 

� ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓのデータの実体はＡＳまたはユーザー企業に保管され、ＧＰ

を経由して情報交換された後はＧＰサーバーにファイルは残りません。 

 

 ３．７．情報流通基盤で流通させる情報の扱いについて｠  

・｠ＡＩＳに記載された情報の著作権は情報提供企業にあることを基本とします。情報提供企業は

記載情報の内容の更新および鮮度維持に努める義務があります。 

・入手した情報は、同一会員企業ＩＤの中でのみ使用可能で、提供者の許可無く同一企業ＩＤ以

外への提供をすることはできません。ただし運用として提供者と入手者間での合意の下に、入
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手した情報を同一会員企業ID以外で提供・共有することは妨げません。｠

(例)｠

・連結決算対象のグループ企業の情報入手・提供会員企業間で共有する場合｠

・発注者が指定した部品を組み込んだ製品のＡＩＳを受注者が作成するために、発注者が入手

した指定部品の情報を、情報入手・提供会員企業である受注者と共有するケース｠

・商社が情報提供企業から得た情報を、そのまま情報入手・提供会員企業である発注者に提供

する場合｠

など 

・｠情報の公開先の設定は情報提供企業が行います。ただしＪＡＭＰの目指す情報伝達の趣旨に則

り必要以上の公開限定を行わず、制限を付けない登録を基本として下さい。 

・ＪＡＭＰ情報流通基盤では、情報提供者が登録したものであることは保証致しますが、その内

容の正確性については保証しません。情報提供企業の責任においてＪＡＭＰ管理ガイドライン

の運用に従いデータの正確性保持に努めてください。 

 

 ３．８．データの保存期限 

・｠ＧＰのインデックス情報および更新履歴情報は、ＭＡＸ１０年を基準として管理します。｠  

・｠情報提供企業でのデータ保存期間は、上述のＧＰにおける保存期限を参考にして、対応すべき

法規制、事業特性及び顧客の要求を加味し決めてください。 

・｠保持期限内であれば、登録されている全てのバージョンのシートを取得することができ、過去

に遡った情報入手も可能です。 

 

 ３．９．ＪＡＭＰ情報流通基盤が持つ基本機能｠  

・｠ＧＰを介した情報交換では以下の基本機能を持ち、ユーザー企業またはＡＳはこれらを組み合

わせて利用することができます。【詳細は６章を参照してください】 

・｠情報提供者が情報交換するＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓをＪＡＭＰ情報流通基盤に登録し、

ＧＰが「ＧＰシートＩＤ」を付番し、ＧＰにインデックスを作成する｠ 【Release】 

・｠情報流通基盤に登録されているＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓを検索する 【Look】 

� 会員企業ＩＤ＋製品ＩＤが検索キーとなる 

・｠ＭＳＤＳｐｌｕｓ、ＡＩＳファイルを取得する 【Get】 

� ＧＰシートＩＤが要求キーとなる 

・｠未登録または自社に公開されていないＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓを要求する 【Want】 

� 会員企業ＩＤ＋製品ＩＤが要求キーとなる 

� 情報提供企業がわがどのような製品ＩＤで登録しているか不明な時に、問合せること

ができる。 

� Wantされた製品ＩＤが間違っている時に修正して回答することができる。 

・｠ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓの変更情報を通知する【Changed】 

� 情報入手企業がわが過去に Getした製品（製品ＩＤ）に、バージョンアップがあった

（新しいＧＰシートＩＤのファイルが Releaseされた）時に、情報入手企業に通知さ

れる。 



■ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用ガイドライン｠

 

8

JAMP-IT008-2008-1 

情報流通基盤企画実行委員会 

� 会員企業ＩＤ＋製品ＩＤが変更管理キーとなる 

・｠ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓの公開条件を変更する【Open】 

注：組み合わせ方はＡＳベンダのアプリケーション機能で変わります。 

注：ＡＳが提供するサービスはこの機能には限定されません。 

 

 ３．１０．情報流通基盤へのログオン方法 

・ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するユーザーは、ＡＳのサービスにログオンする形でＧＰも含めた

情報基盤のサービスを利用できます。（ＧＰへは直接ログオンしません） 

   

 ３．１１．取り扱い言語 

・｠ユーザーインターフェイス言語に関しては、ＡＳのサービスに依存します。 

・｠ＧＰで流通される情報コンテンツについては、各国言語には依存しません。入手したデータを

希望する言語に変換して表示することを可能とします。｠  

 

 ３．１２．流通対象となるＡＩＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓの作成について 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤で流通させるＡＩＳは、ＡＩＳ作成システム要求仕様書および標準ＡＩ

Ｓ作成システムチェックリストに基づき開発・提供されているツールを使用して作成してくだ

さい。認定されたツールを使用することで、ＪＡＭＰが発行する「ＡＩＳ作成手順書」に従っ

て項目が網羅され、正しいロジックで複合化や単純化の計算がされていることが保証されます。

【９章参照】｠

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤で流通させるＭＳＤＳｐｌｕｓは、ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成システム要求

仕様書および標準ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成システムチェックリストに基づき開発・提供されてい

るツールを使用して作成してください。【９章参照】 

  

４．セキュリティ｠
４．１｠ セキュリティの考え方 

ＪＡＭＰ情報流通基盤は、企業間のＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートの交換を安全に行う為

に、以下を実装する事により、セキュリティを確保しております。 

・ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートのセキュリティ(特定企業だけに公開する) 

・利用企業認証 

・ＧＰシステムのセキュリティ 

・商用ＡＳシステムのセキュリティ 

各セキュリティの考え方について、以下に説明します。 

 

４．２｠ ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートのセキュリティ(流通条件) 

ＪＡＭＰ情報流通基盤は、ＪＭＡＰ情報流通基盤で認定したＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシー

トのみの流通が可能です。認定されていないＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートは、ＧＰシス

テム内でエラーとして扱われます。 
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４．３｠ ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートのセキュリティ(特定企業公開) 

専用品のような特定の企業にだけ公開したい製品の情報については、各シートの公開条件を

情報提供企業側で設定する事が可能です。ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓシートを登録する際に、

公開したい企業の企業 IDを指定する事により公開条件を制限します。 

 

４．４｠ 利用企業認証 

ＪＡＭＰ情報流通基盤は、他社が御社(利用企業)を詐称出来ない様に、利用企業様の認証を

行います。利用者はＡＳシステムの認証に許可されないと利用できません。ＡＳシステムは

ＧＰシステムの認証に許可されないと利用出来ません。 

 

４．５｠ ＧＰシステムのセキュリティ 

ＧＰはＩＳＭＳ認証を取得したデータセンターにおいて常時監視のもと運用され、通信経路

の暗号化等により堅牢なセキュリティを実現しています。 

 

４．６｠ ＡＳシステムのセキュリティ 

ＪＡＭＰ情報センターで認定されたＡＳ（商用ＡＳ、自社ＡＳ）だけがＧＰに接続し情報交

換を行うことが出来ます。認定されたＡＳ事業者の一覧はＪＡＭＰ情報センターのホームペ

ージで公開され、確認する事ができます。 

 

 

５．ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用する企業の準備事項（手続き）｠
ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するための手続き概要を示します。詳細はＪＡＭＰ情報センター

のホームページをご参照下さい。 

  

 

５．１．ＡＳの利用形態、およびＡＳ業者の選定 
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・｠ＧＰの接続に自社ＡＳを運用するか、商用ＡＳを利用するかを選定してください。 

・｠商用ＡＳを選択した場合は、ＧＰ接続以外のどの業務をＡＳベンダのサービスを利用するかを

検討し、自社の業務にあった商用ＡＳベンダを選定して下さい。 

・｠認定されたＡＳベンダの一覧とリンク先はＪＡＭＰ情報センターのＨＰを参照してください。 

(※2009/12公開予定) 

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠  

 

５．２．ＪＡＭＰ情報流通基盤利用申し込み及びＧＰ企業ＩＤの入手手続き｠  

・｠産業環境管理協会の「ＪＡＭＰ情報センター」のホームページにアクセスし、所定の手続きを

行ってください。 

� 詳細や手続き方法や準備書類については、ＪＡＭＰ情報センターＨＰをご参照下さい。

【９．２.参照】 

・｠申し込みが受理されると、「会員企業ＩＤ」とパスワードを取得することができます。 

 

５．３．ＡＳベンダへの申し込み、ＧＰ接続手続き｠  

（自社ＡＳの場合） 

・｠ＡＳベンダとして、ＪＡＭＰ情報センターによる一次認定、リリース認定の手続きが必要にな

ります。またＡＳはリリース認定時の認定料、およびＧＰへの年間接続料が必要となります。 

� 必要となる仕様書の入手、手続き方法については、「ＪＡＭＰ情報センター」のホームペ

ージをご参照下さい。 

（商用ＡＳを利用する場合） 

・｠ＡＳベンダに直接申し込み、ＧＰ接続手続きを行ってください。 

� 手続き方法はＡＳベンダによって異なりますので、各ベンダの案内に従ってください。 

� ＡＳベンダ経由でＧＰ接続手続きを行うことで、ＧＰも含めた情報流通基盤の機能の利

用を開始することが出来ます。 

 

 

６．ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用して情報交換を行う際のコマンド利用手順｠ ｠
ＪＡＭＰ情報流通基盤では複数の処理コマンドが用意されていますが、そのコマンドを単独で使用
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することも、組み合わせて自動処理させることもできます。【自動化された組み合わせについては

６．９．をご参照下さい】 

（★）印はＡＳのサービスと組み合わせて実現する基本的な機能です。処理を自動化するレベルは

ＡＳのサービスに依存します。 

 ６．１．情報流通基盤にＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓデータを登録する｠ (Release) 

  ①「製品ＩＤ」を貴社で定めたルールに従い命名し、ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓ作成ツールを使

用してＸＭＬファイルを作成します。 

  ②登録前に開示基準を決めて、(制限ありの場合は)開示先企業の設定を行います。（★） 

  ③ＥＤＩの電文を作成し、ＧＰに登録します。（★） 

  ④ＧＰからＧＰシートＩＤが付与されたＸＭＬファイルが帰ってくるので、これを情報提供用の

正本として管理して下さい。（★） 

(ア) このファイルを Get要求に対して提供します。（★） 

(イ) ＧＰにおけるセキュリティ対策により、ＧＰに登録されたままのＸＭＬファイルの状態

であることが提供可能な条件となりますので、必ずこの正本であるＸＭＬファイルを加

工することなく提供して下さい。 

 ６．２. 情報流通基盤に登録されているデータを検索する。(Look) 

①｠検索したいデータの「ＧＰ企業 ID」「製品ＩＤ」を確認します。 

(ア) 「企業 ID」検索は情報流通基盤ではサポートしておりません。お取引先に直接ご確認く

ださい。 

(イ) 「製品 ID」検索は、Want機能で行う事ができます。【６．５．参照】（★） 

②｠検索したいデータの「ＧＰ企業 ID」「製品ＩＤ」で問合せ、検索します。 

(ア) 複数の企業、複数の製品に対する問い合わせを一度に行うことが出来ます。（★） 

③｠当該製品の全てのバージョン（変更履歴含む）データが抽出され、それぞれの「ＧＰシートＩ

Ｄ」をお知らせします。（★） 

(ア) その中から必要なバージョンの「ＧＰシートＩＤ」を選択して Get要求して下さい。（★） 

(イ) 自社(自企業 ID)に開示されていないファイルはヒットしません。 

 

 ６．３．情報流通基盤のデータを要求、問合をせる。(Want)、 

  Look を行った結果必要な情報がヒットしなかった場合などに、Want 機能を使用してＡＩＳやＭ

ＳＤＳｐｌｕｓを要求することが出来ます。   

① 「製品ＩＤ」がわかっている場合は、直接製品ＩＤを指定して要求をする事ができます。（★） 

② 提供企業が命名した「製品ＩＤ｣がわからない場合には、まず製品ＩＤの問合せを行います。

（★） 

(ア)  確認したい製品の「ＧＰ企業ＩＤ」、“わかっている範囲の製品情報”を用意し問合せます。 

� “わかっている範囲の製品情報”とは、発注品番などの通常のお取引で使用している情報

を言います。 

(イ) 情報提供企業から、GPに登録している「製品ＩＤ」情報が提供されます。（★） 

(ウ) 今後の情報入手や変更管理を効率良く行うために、情報流通基盤に登録されている提供企業

の「製品ＩＤ」についても、自社管理部番などと紐付けた管理をされることをお勧めします。 
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③ 定期的に Lookの機能を使用して、シートが登録されたことを確認して下さい。（★） 

 

 ６．４．WANTに応える。(Wanted/Release/Open) 

①｠Want の要求を受け取ったら、その企業にデータを提供しても良いかどうかを提供企業がわ

でご判断ください。 

②｠まだ情報基盤に登録していない場合は、Release機能を使用してファイルを提供します。 

③｠非公開にしていた企業に開示を許可する場合は、開示基準変更(Open)の機能を使用して、Ａ

ＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓファイルを提供します。（★） 

④｠定期的に WANT の要求が来ていないかを確認し、自社への情報提供要求処理を行うように

して下さい。(★) 

 

 ６．５．情報を入手する（Get機能) 

① Look 機能で得た「ＧＰシートＩＤ」をキーに、ＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓファイルを入手

する事ができます。（★） 

(ア) 「ＧＰシートＩＤ」がわからない時には、事前に LookやWantの機能を使用してＧＰ

シートＩＤを確認しておく必要があります。【６．２、６．３．参照】 

② 自社に開示されていないシートは入手する事ができません。【４．３．参照】 

 

 ６．６．登録している情報を更新する。(Release) 

①｠ 同じ「ＧＰ企業ＩＤ」「製品ＩＤ」で、新しいバージョンのファイルを Releaseします。 

(ア) ＧＰでは同一製品ＩＤでの登録を更新とみなして処理を行い、新しい「ＧＰシートＩ

Ｄ」を発行します。 

(イ) 過去に同じ製品ＩＤのファイルを Get してかつ新バージョンで開示が許可されてい

る企業ＩＤへ、更新版が Releaseされたことが通知されます。【６．７参照】（★） 

  

 ６．７．更新されたことの連絡を受ける。(Changed) 

①｠過去に Get した履歴を持つ製品ＩＤのファイルが更新されると、更新版が Release されたこ

とが自動で通知されます（★） 

②｠更新版を Getするかどうかは、入手者がわで判断して対応してください。（★） 

 

 ６．８．情報開示先の変更追加 (Open) 

① 開示限定している情報に対し公開先を追加したい場合は、公開するＧＰ企業ＩＤを追加した

公開先リストに更新して下さい。 

② 開示限定を解除したい場合は、｢全てに公開｣を指定してください。 

③ 全てに公開していた情報に開示限定を付けたい場合は、「開示限定」にした後、公開先企業Ｉ

Ｄを指定してください。（★） 

 

 ６．９．組み合わせ事例 

・｠ＡＳの機能によって利用者からの要求は組み合わせて使用することができます。予め判断条件
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や変換テーブルなどを組み込んでおくことで、ユーザーの操作は自動化させることが出来ます。 

� 判断条件例：最新の○件のシートだけを入手。 

� 変換テーブル例：自社管理番号とサプライヤーの製品ＩＤの変換表 

・｠一般的に想定される業務フロー例  

� カタログ品番を入力し、ＡＩＳシートを入手する。 

（Look、Want、Get の組み合わせ） 

 
� 自社管理番号を入力し、ＡＩＳシートを入手する。 

（Want、Look、Getの組み合わせ） 

 

 

� 改定されたＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓの最新情報を入手する。（通知する） 

（Release、Changed、Get） 
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７．利用料金｠
７．１．ＧＰ会員登録料 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するには、ＧＰ会員登録料が必要になります（年会費）。 

・｠年度の途中からの入会や会員区分変更でも同一料金となります。 

・｠更新は毎年年度初めと致します。 

７．２．ＧＰ利用料｠  

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤を利用するためには、ＧＰとＡＳ各々のシステムの利用料金が掛かりま

す。 

� ＧＰの利用料金については、産業環境管理協会「ＪＡＭＰ情報センター」のホームペー

ジをご参照下さい。｠ 【会員区分については、３．１．参照】 

� ＧＰ利用料金は法人単位となります。（データ数やＩＤ数による従量課金はありません） 

� グループ企業会社であっても別法人であれば別契約が必要になります。 

� 但し、グループ会社あたりの最大年額利用料が設定されます。 

� 商用ＡＳの利用料金については、サービス内容や料金がベンダーごとに異なりますので、

ベンダから提供される情報をご参照下さい。 

� 自社ＡＳについてはその限りではありません。 

 ７．３．退会手続き 

（社）産業環境管理協会のホームページにて GP会員登録取消しの手続きが必要です。また AS事

業者との契約についても、別途所定の手続きが必要になりますのでご注意ください。 

尚、退会に当たり、GP会員登録料の払い戻しは致しません。 

また GP利用料についても、取消し該当年度分の払い戻しは致しません。翌年度分からの利用料は

かかりません。 

 

 

８．制約、禁止事項｠
・｠情報流通基盤を通じて交換されるＡＩＳやＭＳＤＳｐｌｕｓのファイルサイズは、１ファイル

あたり４Ｍ程度として下さい。（送信する電文情報と合わせて実際にやり取りされるデータ容
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量は８Ｍ程度になります） 

・｠ＡＳとＧＰの間で一度にやり取りできるデータ件数は、コマンドごとに異なりますが、基本は

１００件となります。（利用者自身は意識しません） 

・｠またＧＰとＡＳ間のデータ送信間隔は５分ごととなっています。（利用者自身は意識しません） 

・｠ユーザーからＡＳに指示できる件数についてはＡＳの機能によります。（★）ＧＰの制約を越

えるとレスポンス時間に影響を及ぼす事があります。 

・｠情報流通基盤を通じて添付できるファイルは、ＡＩＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓのいずれかを基本と

します。 

 

 

９．関連情報、参照情報 

 ９．１．関連ドキュメント 

1. ＸＭＬスキーマ（ｘｓｄファイル）  

2. ＸＭＬ基本仕様書 

3. ＪＥＩＴＡ環境辞書 

4. ＡＩＳ／ＭＳＤＳｐｌｕｓフォーマット 

5. ＡＩＳ作成手順書 

6. ＪＡＭＰＭＳＤＳｐｌｕｓ解説書 

7.｠ ＪＡＭＰ標準ＡＩＳ作成システム要求仕様書｠

8.｠ ＪＡＭＰ標準ＡＳ要求仕様書｠

9.｠ ＪＡＭＰ標準ＡＩＳ作成システムチェックリストおよび認定手続き資料｠

10.｠ＪＡＭＰＡＳ認定手続き資料｠

11. 標準ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成システム要求仕様書 

12.｠ＪＡＭＰ標準ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成システムチェックリストおよび認定手続き資料｠

 

� ＪＡＭＰホームページまたはＪＡＭＰ情報センターホームページから入手する事ができます。 

    

 ９．２．ＪＡＭＰ情報センターについて 

・｠ＪＡＭＰ情報流通基盤の事業主体である(社)産業環境管理協会のもとで、主に以下の内容で活

動しています。 

� 問い合わせ対応（ヘルプデスク、ＦＡＱ管理） 

� 加入者への連絡事項の発信 

� ユーザー管理（加入者管理、ＡＳ登録会社管理） 

� システム運用     

 

 

 ９．３．関連ＵＲＬ 

  １．ＪＡＭＰ 

   http://www.jamp-info.com/ 



■ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用ガイドライン｠
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  ２．産業環境管理協会｠ ＪＡＭＰ情報センター 

   www.biz.jemai.or.jp/JAMP-GP  (2008/12月開設予定) 

  ３．（社）電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）ＥＣセンター 

｠ ｠ ｠ ｠ http://ec.jeita.or.jp/jp/ 

 

 



■ＪＡＭＰ情報流通基盤の利用ガイドライン｠
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変更履歴｠

項

番｠
章・節｠ 変更日｠ 変更内容｠ 変更理由｠

変更後｠

版番号｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

 


